
■認知症のサインに気づいたら…

認知症について

　認知症を引き起こす病気は様々です。原因となる病気によっては、治療することで、認知症の状態が改善す
ることがあります。また、うつ病など別の病気により、見せかけの認知症の症状が出ていることもあります。

　認知症を完全に予防する方法は残念ながらわかっていませんが、生活習慣病を予防、
改善することで、認知症のリスクを軽減することが可能です。また、活動的な生活を心
がけて、脳に刺激を与えることも大切です。

予防の
❶バランスよく食べましょう
塩分や脂質のとりすぎに注意して、肉や魚、野菜などバランスのとれた食事を心がけましょう。
❷体を動かす習慣をつけましょう
体を動かすことで、脳への血流が増え、脳細胞の活性化につながるといわれています。
また、ウォーキングなどの有酸素運動は肥満や生活習慣病の予防にもなります。
❸脳を活発に使う生活をしましょう
地域活動へ参加して人との交流を続けたり、趣味に打ち込むことで脳に刺激を与えましょう。

認知症を予防しよう介護予防でいきいきと

●❶認知症の原因によっては、治る認知症もあります！

　認知症を完治させる薬は現在のところありませんが、アルツハイマー病の進行を遅くする薬など、さまざま
な薬が開発されています。また、不安、不眠、妄想や幻覚などの症状は、少量の抗うつ剤や向精神病薬などで
改善することがあります。

●❷進行を遅らせる薬があります！

　初期の段階から専門家に相談することで、認知症やサービスの正しい知識を持ち、病気の経過を把握するこ
とができます。将来においても余裕ある対応につながり、新しい症状が出ても振り回されることが少なくなり
ます。また、症状が軽度なときであれば、「どのように介護をしてもらいたいか」「財産をどのように処分した
いか」など自分の意思を周囲の人たちに伝えることができます。

●❸病気と向き合う時間ができます！

3つ のメリット早期発見の
●認知症サポーター養成講座
　草津市では、「認知症があっても安心して暮らせるまちづくり」をめざし、認知症について正しく理解
した「認知症サポーター（認知症の理解者）」の養成に取り組んでいます。
　養成講座には、「草津市認知症キャラバン・メイト」が認知症に対する正しい知識と認知症の人に対す
る具体的な対応方法などを伝える指導者として、地域へ出向いています。
　ぜひとも企業や地域等での研修機会にご活用ください。

●認知症ヘルプカード
　外出時に携帯するポケットサイズのカードで、このカードを持ち歩くことにより、本人は周囲の人に助
けを求めやすくなり、また周囲の人は声をかけやすくなります。

対象となる方
（5人以上の団体等）

●住民組織（町内会、地域での各種団体の集まり、ボランティア団体など）
●企業、団体、公共サービス機関、事業所など

開 催 日 時

場　　　所

受　講　料 無料

軽度の認知症の人や自力で外出することができて道に迷う恐れのある人
無料

●認知症の人を地域ぐるみで支えましょう
　認知症の人とその家族が、これまでと同様に穏やかで安心して地域で暮らし続けるためには、みんなが
認知症についての理解を深め、地域全体で支えていくことが大切です。いつ、誰がなるかわからない認知
症ですから、「お互い様」の気持ちで、認知症の人や家族が困っていたら、それぞれが自分にできること
を協力し合って、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるようにしましょう。

認知症があっても安心して暮らせるまちづくりを…

団体等で手配・準備をお願いします。（ただし、ご
希望場所で開催できない場合もあります）

原則として、ご希望の日時に開催します。
1か月前までにご相談ください。（ただし、ご希望日
時に開催できない場合もあります）

問 合 せ 先 長寿いきがい課　長寿政策係　☎561-2372

対象となる方
利　用　料

長寿いきがい課窓口、市ホームページ　※ご希望の方には窓口でカードホルダーもお渡ししています。配 布 場 所

行方不明となった認知症等の方の早期発見・早期保護

　親族等からの依頼により、行方不明者の情報を配信し、メール受信者に情
報提供を呼びかけます。
※日常の外出などの時、行方不明者を見かけたらご一報をお願いするものです。

「行方不明者情報」（草津市メール配信サービス）

　草津市メール配信サービス（すぐメール）の「安全安心情報」の配信カテゴリ
の「行方不明者情報」に登録いただくと、行方不明者に関する情報を配信します。

〈登録方法〉https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/mailhanshin.htmlをご覧いただくか、草津
市メール配信サービス（kusatsu-touroku@sg-m.jp）に空メールを送信いただき、案内に沿っ
て登録してください。配信項目詳細で、安全安心情報または行方不明者情報を選択してください。

〈登録費用〉無料（ただし、メール等の通信費はご負担ください）
〈そ の 他〉メールは送信専用で、返信はできません。

メール配信の目的

メール配信の流れ

メール受信登録
明るく楽しく脳を活性化！

　認知症を正しく理解するとともに、認知症予防への意識を高め、
閉じこもりを予防することを目的とし、市では明るく楽しく脳活
教室に関する取り組みをしています。
　この教室は、簡単なルールの中に、脳の持つ機能を同時にいく
つも使いながら体を動かすという工夫が随所に込められており、
参加者と共感し合い、褒めて喜び合うリーダーやスタッフの役割
が重要となります。

　地域サロンなどで活動できる方を対
象に、脳活教室の中心となるリーダー
を養成する講座を開催します。リー
ダーは各団体で活動します。

▲

明るく楽しく脳活教室リーダー
　養成講座
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　認知症の原因によっては、早期発見・早期対応により、治療や進行を抑えることが可能です。認知症のサイ
ンに気づいたら、できるだけ早く担当学区・地区の地域包括支援センターやお近くの認知症なんでも相談所、
かかりつけ医に相談しましょう。（Ｐ52参照）
　草津市では、医療・福祉の専門家からなる「認知症初期集中支援チーム」が訪問し、認知症や疑いのある方
とそのご家族の相談や初期支援を行っています。まずはお住まいの地域包括支援センターへご相談ください。
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●尿意や便意がなくなる
●歩くことが難しくなる
●家族の顔がわからなくなる
●表情が乏しくなる

常に介護が必要

例えば
こんな症状

●時間や場所がわからなくなる
●季節にあった服が選べない
●外出先からひとりで戻れない
●言葉が出にくくなる
●暴力や万引きなど衝動的な行動を起こすことがある

日常的に手助け・介護が必要

例えば
こんな症状

認知症デイケア
特定健康診査／後期高齢健康診査

かかりつけ医
訪問看護（P21）

看護小規模多機能型居宅介護（P27）
サービ　　　ス付き高齢者向け住宅／住宅型有料老人ホーム

地域密着型特別養護老人ホーム（P27）
特別養護老人ホーム（P25）

老人保健施設／介護医療院（P25）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護（P26）
グループホーム（P27）

　　訪問入浴介護／居宅療養管理指導／福　　　 祉用具貸与／特定福祉用具販売／住宅改修費支給／ショートステイ（P21～）
デイサービス／認知症対応型通所介護／小規模 　　　多機能型居宅介護／デイケア／訪問リハビリテーション／ホームヘルプ／地域密着型通所介護（P20～）

すっきりさわやかサービス（P30）
認知症サポーター（P51）
認知症の人にやさしいお店
民生委員・児童委員

地域包括支援センター（P36～37）
緊急通報システム（P31）

認知症高齢者等見守りネットワーク（P31）
認知症高齢者等個人賠償責任保険（P31）

認知症高齢者等探索システム利用支援（P30）
         デイケア／訪問リハビリテーション（P20～）

デイサービス　　　／認知症デイサービス／小規模多機能型居宅介護（P20～）
認知症カフェ

地域福祉権利擁護事業（P33）
成年後見制度（P54）

認知症の人と家族の会（P54）
認知症なんでも相談所（P54）
ケアマネジャー（P57）
民生委員・児童委員

草津市社会福祉協議会（P33）
地域包括支援センター（P36～37）

●いつもと違う、おかしいなと感じたときは、早めにかかりつけ医に相談しましょう。
●自信をなくしたり、傷ついたりすることがないよう、さりげなく手助けしましょう。
　(失敗体験は、本人の自信を喪失させ、症状を悪化させるとも言われています。怒っ
たり、責めたりせず、できなくなっている部分をさりげなくサポートしましょう。）

●料理がうまくできない
●同じことを何度も話したり、聞いたりする
●どこに物をしまったか分からなくなる
●物盗られ妄想がある
●物事を行うことがおっくうになる

●医療や介護について、情報を集め、勉強しましょう。（認知症のタイプや進行度合いにより、対応が異なります。適切
な対応で、進行を遅くしたり、穏やかに過ごすことも可能です。）

●介護保険サービスや福祉サービスなどを利用しましょう。(本人にできないことが増えると、家族の負担も大きくなり
ます。サービスを利用したり、介護者の集まりなどで話をして、本人・家族がリフレッシュすることも大切です。）

認知症の進行状況

住まい

介　護

見守り

運動・予防

家族の悩み相談

総合相談の窓口

対応のポイント

交流・外出の場
生きがい作り

金銭管理・
契約関係の支援

健　康

予防・介護

楽しみ

権利擁護

相　　談

内　　容

医　療

誰かの見守りがあれば日常生活は自立

重　度重　度中　度中　度軽　度軽　度

例えば
こんな症状

草津市認知症支援の早見表

7）
員
（P33） 住民の立場に立って相談に応じ、必

要な援助を行う社会福祉の推進を
行っている地域の方です。

型居宅介護居 （P27）
通常、住まいと食事や生活支援のサービスが一体となっています。
介護サービスも同一事業所から提供を受ける場合が多いです。

期高齢健康診査
医
1）

まずは、今かかっている病院・診療所の主治医に相談してください。必要に合わせて、
検査、薬の処方、専門医への紹介などを行ってもらうことができます。

P30）

店

36～37）
地域のお店や事業所に「認知症サポーター養成講
座」を受講してもらい、認知症の人やその家族の
支援を行っていただく「認知症の人にやさしいお
店（事業所）」を推進しています。
右のステッカーが目印です。

「安否確認」や「生活相談」の提供が必須とされている住宅で、食
事の提供を行っている所もあります。介護などのサービスは、住宅
の運営主体や外部の事業者と別に契約を結ぶことで提供されます。

認
特定健認知症に伴う情緒的混乱や言動の混乱により医療的な治療が必要な在宅療養中の

方が、医師の指示の下、治療の一環として利用できる医療保険の通所サービス。
特乱や言動の混乱により医療的な治療が必要な在宅療養中の

受診日時点で草津市国民健康保険の加入者で、40歳
以上から75歳未満の人を対象とした健診です。

受診日時点で75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者を対象とした健診です。

ェ

認知症の人と家族、地域住民等、
誰もが集い、交流できる場です。

介護保険サービス
地域包括支援センター
民生委員・児童委員

市が行っているサービス
医療保険サービス

市社協

入所系施設（介護保険外に限る）
その他

医師が必要とする場合利用できるサービス

支援の
種類別
色分け表

そんな時は、担当学区の地域包括支援センターへご連絡ください。
介護は、１人では出来ません。悩む前にまず、お電話を！
そんな時は、担当学区の地域包括支援センターへご連絡ください。
介護は、１人では出来ません。悩む前にまず、お電話を！

どこに何を
相談してよいか
わからない！
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糖
尿
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に
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ひとりで
悩まないで

フリーダイヤル
相 談 時 間

対象となる方

問 合 せ 先

場 　 　 所
電 　 　 話

電 　 　 話
相 談 時 間

時 　 　 間

　地域包括支援センターでは認知症の相談をはじめ、高齢者の様々
な相談に応じています。（P36～37参照）

　認知症の人を介護していて何か困ったことがあったときや、家族な
どが「認知症ではないか？」と思ったとき、地域で心配な人がいたと
きなど、お近くの地域密着型サービス事業所（グループホーム、小規
模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護等）が相談に応じています。
詳しくは　    　　　　　　　　　　　で 　　 してください。

　認知症介護について専門的知識のある認知症介護指導者が介護相談に応じています。また、若年認知症
についての相談にも応じています。

582-6032／ 090-7347-7853〔時間外〕（医療法人　藤本クリニック内）
8:30～17:30（原則）

認知症、知的障害、精神障害の理由で判断能力が不十分で
●悪徳商法の被害を受けた。
●金銭管理（財産管理）が難しくなってきた。
●介護サービスの契約手続きが進まない。
このような方々の権利を保護するために、「成年後見制度」という制度があります。

　成年後見制度の利用について知りたい、相談したい等、「特定非営利活動法人　成年後見センターもだま」
をご利用ください。（市委託）

市内にお住まいの方
草津市野村八丁目5番19号　サニーハイツピア105号
598-0246　　　　　　        598-0888
9時00分から17時00分まで（土曜・日曜・祝日・年末年始除く）
※「成年後見センターもだま」の相談利用は無料です。また、経済的な理由で成
年後見制度の利用が困難な場合、申立費用や後見等報酬の市の助成制度もあり
ます。

長寿いきがい課　高齢者福祉係　☎561-2362

　認知症介護経験者が相談に応じています。
0120-294-473
月～金曜日10:00～15:00（祝日を除く）

認知症の相談窓口

草津市　認知症なんでも相談所 検索

■地域包括支援センター

■認知症なんでも相談所

■認知症の人と家族の会　滋賀県支部

■成年後見制度の利用支援

■認知症疾患医療センター／もの忘れサポートセンター・しが／滋賀県若年認知症コールセンター

F A X

たび丸とロバ隊長
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糖尿病は、こんな病気の原因因子です！！

糖尿病の予防は介護予防につながります
　糖尿病は、脳血管疾患や心筋梗塞などの循環器疾患の原因となる病気です。脳血管疾
患や心筋梗塞は介護が必要となる原因の大きな割合を占めるので、糖尿病を予防するこ
とは、重度の介護が必要となる状態を予防することにつながります。

※糖尿病は、継続的に予防と治療をしていかないといけない病気です。病気にかからないことは
もちろんですが、重症化しないためにも、予防と受診をしっかりしましょう。

糖尿病予防について

糖尿病性網膜症

心筋梗塞

糖尿病性神経障害
（手足のしびれなど）

糖尿病性腎症

脳血管疾患
（脳卒中）

糖尿病予防にはこんなことに気をつけましょう

1
2
3

4
5
6

糖尿病の合併症

糖尿病 なんともないと 見すごすな
～糖尿病は無症状で進行します 生活習慣を見直しましょう～

Dr.たび丸

体操や散歩などの運動を継続して行いましょう。
1日3食、バランスのよい食事をよく噛んでゆっくり食べましょう。
定期的に健診を受けて、自分の体の状態を把握
しましょう。
かかりつけ医（主治医）を持ちましょう。
糖尿病の悪化予防には継続的な治療が必要です。
自己判断で治療を中断してはいけません。

ビワテクアプリ
日々のウォーキング
等でポイントを集め
て健康づくりをしま
しょう。
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